
 
 

 
 

令和元年５月 29日 

 

特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集 
― シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信陸上移動局の無線設備（時分割複信方式を用いるもの）の特性試験方法等の追加― 

 

総務省は、平成16年総務省告示第88号（特性試験の試験方法を定める件）の一部を改正する告示案

を作成しました。 

つきましては、当該告示案について、令和元年５月30日（木）から令和元年６月28日（金）までの

間、意見募集を行います。 

１ 改正の背景 

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則（昭和 56年郵政省令第 37号。以下「証明規則」とい

います。）第２条第１項に規定する特定無線設備が追加、変更されたことに伴い、当該特定無線設備の試

験方法を追加、変更する必要があるため告示の一部を改正することとしました。 

２ 告示案の概要 

告示を改正し、次の特性試験の試験方法を改めるとともに、規定の整備等を行います。 

・シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う携帯無線通信の中継を行うものを除い 
た陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものの特性試験方法 

【別表第88 証明規則第２条第１項第11号の21に掲げる無線設備（設備規則第49条の６の10第１項及 

び第３項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無 

線設備）】 

・シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う携帯無線通信の中継を行う陸上移動局 
の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものの特性試験方法 

【別表第89 証明規則第２条第１項第11号の21の２に掲げる無線設備（設備規則第49条の６の10第１

項及び第４項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するため

の無線設備）】 

・シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動中継局の無線設備のうち、時 
分割復信方式を用いるものの特性試験方法 
【別表第90 証明規則第２条第１項第11号の22に掲げる無線設備（設備規則第49条の６の10においてそ 

の無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通 

信を行う陸上移動中継局に使用するための無線設備）】 

・シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備のうち、時分割復 
信方式を用いるものの特性試験方法 

【別表第91 証明規則第２条第１項第11号の22に掲げる無線設備（設備規則第49条の６の10におい 

てその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携 

帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備】 

【別表第91 証明規則第２条第１項第11号の23に掲げる無線設備（設備規則第49条の６の10第１項 

及び第５項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無 

線設備）】 

 



 
 

【別表第91 証明規則第２条第１項第11号の24に掲げる無線設備（設備規則第49条の６の10第１項

及び第６項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線

設備）】 

 

３ 意見公募要領 

意見募集対象：特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案（別添：新旧対照表） 

意見提出期間：令和元年５月30日（木）から同年６月28日（金）（郵送の場合、同日付けの消印有効） 

詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。 

なお、告示案等については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に５月

29日（水）14時を目処に掲載するほか、電子政府の総合窓口［ｅ－Ｇｏｖ］（https://www.e-gov.go.j

p）の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課（総務

省10階）において配布及び閲覧に供することとします。 

４ 今後の予定 

寄せられた意見を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。 

【連絡先】 
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 
由本電波環境推進官、中村技術管理係長、髙﨑技

術管理係員 

ＴＥＬ 
（代表）03－5253－5111 内線 5905 
（直通）03－5253－5905 

ＦＡＸ 03－5253－5914 

E-mail 

gijutsukanri_atmark_ml.soumu.go.jp 
※スパムメール対策のため、「@」を「_at
mark_」と表示しておりますので、送信の
際は「@」に変更してください。 
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